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(公印省略)

日本年金機構が行う立入検査等の認可処理要領の改正について

地方厚生(支)局が実施する日本年金機構が行う立入検査等の認可に係る処理要領

については、平成22年 7月 23日年発0723第 3号「日本年金機構が行う立入検

査等の認可処理要領の改正について」をもって通知しているところであるが、貴機構

より事業所調査件数等の増加に伴う認可申請事務の効率化について要望があったこと

を踏まえ、今般、別添のとおり改正することとしたので、貴職におかれては、その旨

を了知の上、立入検査等に関する適正な事務の執行にご尽力をお願いする。
J 



(別添)

日本年金機構が行う立入検査等の認可処理要領

I 地方厚生(支)局が行う認可について

厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 100条第 1項、健康保

険法(大正 11年法律第 70号)第 198条第 1項、船員保険法(昭和 14 

年法律第 73号)第 146条第 1項に規定する立入検査等の実施に係る厚生

年金保険法第 100条の 8、健康保険法第 204条の 5、船員保険法第 15 

3条の 5の規定による地方厚生(支)局長が行う認可については、この要領

によるものとする。

E 認可に係る審査方法等について

1 審査対象

( 1 )未適用事業所に対する加入指導、立入検査

( 2)適用事業所に対する調査(事業所調査)

2 審査方法

日本年金機構ブロック本部(以下「ブロック本部j という。)から認可申

請書(別添 1)が提出されたときは、日本年金機構年金事務所(以下「年金

事務所」という。)が行う立入検査等の対象となる事業所について、次によ

り審査を行うこと。

なお、審査については別紙の審査基準により行うこと。

( 1 )認可申請書の対象事業所数

立入検査等を行う対象事業所数について、認可申請書(別添 1)に添

付されている認可対象事業所総括表(別添 1-1) の対象事業所数と、

年金事務所ごとの認可申請対象事業所リスト(別添 1-2) の対象事業

所数が一致するか確認する。

(2)認可申請を行う理由

認可申請対象事業所リストに記載されている申請理由が、次のいずれ

かに該当しているか審査を行う。

①未適用事業所への加入指導、立入検査

② 適用事業所への調査

③ 情報提供による未適用事業所への加入指導、立入検査

④ 情報提供による適用事業所への調査

⑤ 会計検査院の検査による事業所調査

※ 年金事務所において、既に認可済の事業所に対し、別の理由で立入検査

等が必要となった場合には、認可有効期限内で、あっても新たな理由に基づ

く認可申請がなされること。

( 3 )立入検査等予定時期

認可申請対象事業所総括表、認可申請対象事業所リストの表上に記載



された立入検査等の実施予定の時期を確認すること。

(4 )認可申請の理由が情報提供によるものの場合は、認可申請対象事業所

リストにより、情報提供元等及び情報提供年月日並びに回答期限を確認

すること。

( 5 )会計検査院の検査による事業所調査の場合は、認可申請対象事業所リ

ストの備考欄に会計検査院の実地検査の年月日が記入されていることを

確認すること。

( 6 )認可有効期限切れによる再認可申請については、認可申請対象事業所

リストの備考欄に再認可申請の理由が記入されているかを確認すること。

( 7)認可の審査を行うにあたり内容確認を要する場合は、ブロック本部へ

確認すること。なお、認可申請については、原則、添付書類を要しない

ものとし、個別ケースにおいて関係資料等の確認を要する場合は、必要

最小限の範囲にとどめることとすること。

3 認可番の交付

( 1 )地方厚生(支)局

① 認可書(Jjrj添 2) は、決裁終了後公印を押印のうえブロック本部あ

てに送付する。なお、決裁終了後認可書(原本)を送付する前に認可

書の写しをメーノレで、フ、ロック本部に送信すること。

② 認可申請に記載された対象事業所すべてに対し認可する場合には、

一覧表の添付を省略すること。

( 2) ブロック本部

地方厚生(支)局から送付された認可書は、ブロック本部で保管する

こととし、該当する年金事務所には認可書の写しがメーノレで、送信される

ものであること。，

( 3 )認可効力の引継ぎ

既に認可済の事業所が所在地変更により、他の年金事務所の管轄とな

った場合の認可効力は、変更後の所在地を管轄する年金事務所に引き継

ぐこととなり、新たな認可申請を要しないこと。

また、認可申請を行ったブロック本部から地方厚生〈支)局あて引継

書(別添3)が、引き継ぎを受ける年金事務所を管轄するブロック本部

へは引継書(写)が送付されること。

なお、当該事業所に係る実績報告書等については、変更後の所在地を

管轄する地方厚生(支)局になされるものであること。

4 害事可寄に体るスケジュー/レ

( 1 )年金事務所が行う立入検査等の認可のスケジューノレについては、次の

期限(士、目、祝日にあたる場合はその翌日の営業日)によることとす

る。



ブロック本部か 地方厚生(支)局

ら地方厚生(支) からブロック本

局への提出期限 部への回答期限

毎月初日 毎月 25日

( 2) 申請に当たっては、原則として提出日が属する月の翌月に立入検査等

を行う予定のものについて申請することとする。

※ 上記以外のスケジュールで緊急を要する認可は、ブロック本部と地方

厚生(支)局で個別に調整を行うこと。なお、緊急を要する認可に当た

っては、認可申請対象事業所リストの備考欄に緊急を要する理由が記入

されていることを確認すること。

5 実施結果の報告

( 1 )認可有効期限経過後報告及び年度報告

年金事務所において実施した立入検査等について、①認可後 1年(認

可有効期限が)経過した時点での実施状況を別添4、4-1及び4-2

により、②前年度の実施状況を別添5及び 5-1によりブロック本部か

ら地方厚生(支)局あて報告されるので、適正に調査が実施されている

かを確認のうえ保管すること。

なお、当該報告のスケジュールについては、次の期限(士、日、祝日に

あたる場合はその翌日の営業日)によることとする。

① 認可有効期限経過後報告

ブロック本部から地方厚生(支)局へ

の提出期限

認可有効期限が経過した日の属する

月の翌月 20日

② 前年度報告

プロック本部から地方厚生(支)

局への提出期限

平成 25年度 1 1月 30日

平成 26年度以降 5月 31日

( 2)各報告について、内容等確認を要する場合は、ブロック本部へ確認す

ること。なお、実施結果の報告については、原則、添付書類を要しない

ものとし、個別ケースにおいて関係資料等の確認を要する場合は、必要

最小限の範囲にとどめることとすること。

6 その他

( 1 )未適用事業所に対する加入指導、立入検査及び適用事業所に対する調

査(事業所調査)は、認可の日から起算して 1年間有効であること。

( 2) 当該認可事務を効率的に行うことを目的とし、ブロック本部から当該

年度の行動計画の提供を受けることとすること。



審査基準

(別紙)

申請対象事業所総括表(別添1-1)の事業所数と認可申請書
対象事業所リスト(別添1-2)の事業所教が一致すること。また、ブ
ロック本部から提供を受けた当該年度の行動計画と大幅な零離が
ないか確認すること。

所リスト(別添1-2)に実施予定時期が記載されていること。



申請理由

立入棟食寺をrt有事葉聞こうFてよ認可申請音I::ji

認耳申請対象事業所総括表(男IJ添1-1)の事業所数と認可申請対
象事業所リスト(期添1-2)の事業所教が一致すること。

認可申請書亙び認可申請データに記載さ瓦でc¥l認可申請詞豪事葉所リ天下(J:lIJ添1-2)(::記載されている申請理由
る認可申請を行う理由が情報提供による未適用 iを確認すること。
事業所への加入指導、立入検査であるかを審査

立入検査等実施予定時 i立入検査等の裏面予定面霊耳3ーで轟喜志蚕轟轟I認可申詰苅豪事葉扇蕗語表明1])恭1-1)及び認可申請詞i象事業
期 IF!庁リスト(君1])震1-2)に実施予定時期が記載されていること。

情報提供に蘭子石事項1肩轟麗藤元等、情報提供草耳百夏び麗番扇日震を一認可言語講主謀事業所リスト(男1]添1-2)に情報提供元等及び情報

請報提供による適用事業所 l対象事業所
への調査

確認 i寵供年月日並びに囲答期限が記載されていること。

認可申請書面雨義正えまる事票所数在確認 tL入横査等を行う事業所について、認可申請書に添付されている
認可申請対象事業所総括表明IJ添1-1)の事業所数と認可申請対
象事業所リスト(別添1-2)の事業所数が一致すること。

申請理由 i認可申請書及び認可申請ヂニ亨亡記載されていー認可申語雨豪事業所リスト(別添1-2)に記轟さ瓦ている申請理由
る認可申請を行う理由が情報提供による適用事 iを確認すること。
業所への調査であるかを確認

立入検査等予定時期 l立入検査等の実施予定が翌月分であるかを確認i認可申請詞豪事素面総括表(別添1-1)及吾露可申請荷象事業
所リスト(期1])震1-2)に実施予定時期が記載されていること。

幅覇雇藤正蘭子-@事項 l情報提供元等て帽報提供年月日lJz.(J画答期隈をi認可申請雨豪事業所リスト(別添1-2)に需報提供元等及耐育報
確認 l握{共年月日並びに囲答期限が記載されていること。



申請理由

行つ事案pJrにヲFてL認可申請書!こ濡付されてい
認可申請対象事業所総括義(別添1-1)の事業所数と認可申請対
象事業所。リスト(別添1-2)の事業所教が一致すること。

認可申請葡而認可申藷守正予己記載されてい i認可事語対語調布辰ド(崩落計二一25に記載さ才している申請理由
る認可申請を行う理患が会計検査院の犠査によ iを確認すること。
る事業所欝査であるかを確認

立瓦麗査専要吉震予定詩-立^検査奪i信実麗予定五主要月分であるかを確認i認可属事対象事議所総括表(別添1-1)及詰患可申請対象事業
期 所リスト(買IJ添1-2)に実胞予定時期が記載されていること。



o 0 厚生(支)局長殿

第 0000 号

平成O年O月O日

日本年金機構00ブロック本部長 ⑮ 

立入検査等に係る認可申請について

(別添 1) 

厚生年金保険法第百条第一項、健康保険法第百九十八条第一項、船員保険法第百四

十六条第一項の規定に基づく立入検査等の実施にあたり、管内年金事務所分を別添の

とおり取りまとめたので認可申請対象事業所総括表及び認可申請対象事業所リストを

付して認可申請する。

本文中の条文については、申請内容に合わせ適宜変更のうえ

使用すること(例:船員保険のみの認可申請の場合、条文を

船員保険のみに変更)

照会先 日本年金機構00ブロック本部

厚生年金適用支援グ、ノレープ 00 

h 



蝋山崎緯臨輯凶骨掛寂醜岳・官・離(制昨捜隊RO)刷明暗OO世砕

(vlF鳴霞)



平成00年度(0月実施予定)認可申請対象事業所リスト

田区霞が関0-0-0

田区霞が関0-0-0

回区霞が関Oー 0ー O 0日認可分理由追加

平成O年O月O目認可

(別添1-2)
00年金事務所

田区霞が関0-0-0 o I・事業所との控触に時聞を要したうえ、認可期限

国区霞が関0-0ー O

困区霞が関0-0-0

田区霞が関0-0ー O

注1)既に認可済みの事業所について、認可有効期限内に立入検査等が朱実施である場合及び立入検査等を継続する必要が生じたために、同ーの申請理
由で改めて認可申請をするものについては、r再認可申請分』欄IこOを付すこと。なお、前回の認可年月日及び認可期限切れの理由を『備考」櫛に記入すること。

注2)既に認可済の事業所に対し、別理由の立入検査等が必要となった場合lま『備考』欄!こ「平成O年O月O日認可分理由追加』と記入すること。
注3) r会計検査院の検査による事業所調査』の場合については、「備考』欄!こ『平成O年O月O日会計検査院検査事業所Jと記入すること。
注4) 緊急を要する認可申請の場合については、『備考』欄に緊急を要する理由を記入すること。

日程鶴整ができなかったため。

O日会計検査院検査事業所



日本年金機構00ブロック本部長殿

第 0000 号

平成O年O月O日

o 0厚生(支)局長 ⑮ 

圭刃 下iT
ロ)11ト円J

(55IJ添 2)

平成O年O月O日付第0000号で申請のあった厚生年金保険法第百条第一項、健

康保険法第百九十八条第一項及び船員保険法第百四十六条第一項の規定に基づく立入

検査等の実施については、厚生年金保険法第百条の八、健康保険法第二百四条の五及

び船員保険法第百五十三条の玉の規定に基づき別添のとおり認可する。

なお、認可の有効期間は、認可の日から起算して 1年間とする。

本文中の条文については、申請内容に合わせ適宜変更のうえ

使用すること(例:船員保険のみの認可申請の場合、条文を

船員保険のみに変更)



(別添 3)

第 0000 号

平成O年O月O日

o 0 厚生(支)局長殿

日本年金機構00ブロック本部長 ⑮ 

立入検査等に係る認可済事業所の引継ぎについて

平成O年O月O日付第0000号により認可された事業所について、下記のとおり

所在地変更が行なわれ、管轄する年金事務所が変更となったので連絡する。

記

-事業所名称

・認可理由

-変更前事業所所在地

-変更前管轄年金事務所

.変更後事業所所在地

.変更後管轄年金事務所

0000 

「情報提供による適用事業所への調査」

00県00市00

00年金事務所

00県00市00

00年金事務所

変更前管轄年金事務所の所在地を管轄する地方厚生(支)局と変更後管轄

年金事務所の所在地を管轄する地方厚生(支)局が異なる場合は、変更前管

轄年金事務所を管轄するブロック本部からそれぞれの地方厚生(支)局に

対して送付される。

照会先 日本年金機構0 0ブロック本部

厚生年金適用支援グループ 00 

百z



o 0 厚生(支)局長殿

第 0000 号

平成O年O月O日

日本年金機構00ブロック本部長 ⑮ 

立入検査等に係る調査結果報告(平成00年O月認可分)について

(JjIJ添4)

立入検査等に係る調査結果報告(平成00年O月認可分)について、管内年金事務

所分を別添のとおり取りまとめたので、調査結果報告総括表及び調査結果報告事業所

リストを付して報告する。

照会先 日本年金機構00ブロック本部

厚生年金適用支援グ、ノレーフ。 00

rnL 



〔別添4-1) 

田本年金磯構が行う立入検査等に罷る調査結果報告{総轄襲](平成。。年O丹寵可分)

日本年金機構00ブロック本部

00年金事務所 4 4 2 

合計

注1)認可月毎の結果報告となるためJ②認可件数」と「③実施等件数」は同数となること。

注2) r③実施等件数j欄については、別添4-2の『②対象事業所数jの合計を計上すること。

注3) r④立入検査等実施件数Jr⑤立入検査等実施不能事業所件数(行方不明等)Jr⑥立入検査等朱実施件数J欄については、別l~4-2の各欄!こrOJが付された件数の合計を計ょすることロ
注4) 総括表が複数頁になる場合にl立、『小計Jの行は全頁!こ、「合計Jの行は最終頁のみに記入すること。



量型嘗恥王L草ι子やナL〆@申蹟時的理由

屯 ¥/ 

来立適入検燭事交案R跨『の加入指導‘ Z件 A事象所

B事懇所

適用事議所への闇盗 Z件 G事業所

D事業所

情へ緒の加箆供入に指よ噂る‘朱立適入用倹事畳象祷 Z件 E事第所

F事態所

情の報闘担釜候による適用事業所へ Z件 G事業所

H事象所

会所闘計核査査情の倹置による事業 3件 I事業所

J事車所

I(J事業所

日本年金機構が行う立入検査等に係る調査結果報告[事業所リストH平成00年O月認可分)

滋時三:
品}立λ皇室護軍事

E事立入検査等
(/)幸吉主義 屯3立λ韓茸事与喜

建立入検査等

英露年月日
権不能事実昼時{持

来実施方不明毒事〕
するf益擁有する教篠懸

3 

0000  東京都千代医区霞が関0-0-0 平成22年2月1日 O 

0 0 0 0  東京都千代図区霞が関0-0-0 平成22年2月1日 平成22年7月3日 O 

0 0 0 0  車京都千代同区癒が関0-0-0 平成22年2月1日 平成22年7月四日 O 

0 0 0 0  東京都千代田区鐘が関0-0-0 平Iit担年2月1日 O 

0 0 0 0  東京都千代田区霞が関0-0-0 平成21年2月1日 平成22年7月31日 O 

0 0 0 0  東京都千代田区霞が関0-0ー0 平成22年2月1日 平成22年7月31臼 O 

0000  東京都千代田区霞が関0-0-0 平成22年2月1日 平成2l年7月3日 O 

0000  東京都千代田区鐙が関0-0-0 平成22年E月1日 平成22年7月3日 O 

0 0 0 0  東京都千代田区霞が関0-0ー0 平成22年Z月1日 平成22年7月5日 O 

0000  車京都千代間区霞が関0-0ー0 平成22年2月1日 平成22年7月5日 O 

0000  東京都千代田区震が関0-0-0 平成22年2月1日 平成22年7月5臼 O 

ヨ持耳1m寄申読
時有祭

盟野省~践壷勿縫
絹隈匂れ畿が必要

O 

O 

lf!ID.九 司一区高制一

事象所との接触に跨閣を豊臣した
うえ、認可期限内即日穆飼整が
できなかったため{平成O年O
月再認可申請予定)。

7/30因調査を行ったところ、
0000のた晶、引き続き語査
が必要喜で晶る(平成O年O月再

認可申請予定λ

7/31量記簿上田所在地へ赴
〈も事換所なL..調査するも移

転先不明，

持止令

(別添4-2)

00年金事務所

平成O年O月O目、 00年
金事務所から引継ぎ

注1) 当該リストについては、認可された認可申績対象事業所リスト{風窓1-Z)から.GHID標吾被写のうえ作成し、港町窃調書はその実績等を怨欝ずることーなお‘事議所町駅継ぎが行わ札たもめは、也知由上記鑑iι 鰐帯療にf平，-ao年O月O日‘ 00年金率務所から引継ぎJと記録すること。

注2) ro;，立λ検査等実施年舟自J繍については、関一事業所に礎数回にわたって立λ犠萱等を爽絡している場合1;1;経綾申立入設嚢事を契絡し;た日付を記窓することe

注3) 1積立入検査等由結果j織については、該当する探I:::IOJを記入することe

なお.r事業所に対する指摘帯JI主.題審問提出溺れ等1こより何らか由鑓喜由鍵出が必饗である皆由指摘を行った場合、 r~喜重量僚に婚する議機襲警』法、特段‘寝苦書寄由接出が酌要苧;)、った場合とすること。
注4) 1⑨立λ検査等実箆不審軍事懲罰[行方不明等)J欄については‘嘗迭する場合Iこ10Jを記入することeなお、銭議した竣合法下@袋、運委.怨由寝虫J様に翠践を具体的に付記す毛こと司

注5) r⑩立入検査等来実施」調については、議告する場合I:::IOJ在記入すること，阜お、鼓当した議舎はF拐容、棒、録的翠砲』機に護愈を具体的に付記すること。

注6) r⑪再認可申請由有無J擦については、該当する場合に10Jを毘λすること。怠お、該当した場宮はr⑫⑨、母‘⑪由理由J織に異体的立理由及び再認可申請予定時期を付記すること。



o 0 厚生(支)局長殿

第 0000 号

平成O年O月O日

日本年金機構00ブロック本部長 ⑮ 

立入検査等に係る調査結果報告(平成00年度)について

(別添 5)

立入検査等に係る調査結果報告(平成00年度)について、管内年金事務所分を別

添のとおり取りまとめたので、調査結果報告年度整理表を付して報告する。

照会先 日本年金機構00ブロック本部

厚生年金適用支援グ、ノレープ 00 

h 



日本年金機構が行う立入検査等に係る調査結果報告{年度整理表】{平成00年度)

⑥ 

ゥ合計{ア+イ)

。。 4 4 2 

合計

注1)年度整理表は、前年度3月末までに認可を受けた事業所の状況を全て計上することとなるため、『②認可件数」と「③実施等件数JI玄関数となること。

注2) 年度整理表が複数頁になる場合には、「小計』の行は会頁に、「合計」の行は最終頁のみに記入すること。

日本年金機構00ブロック本部

(男IJ添5-1)



(参考1) 

立入検査等の認可申輯及び報告の流れ

報告の流れ2 臨可申摘等の流れ

機
構
本
部

④ 
③ 

「
団

巨日

メール送信

④ 

~IIlPJ$It.1 

面

① 

メール送信

年
金
事
務
所

ブ
ロ
ッ
ク
本
部

② 

③ 

~~百

② 

メール送信

原本送付

③ 

| 隠可 | 

地
方
厚
生
(
支
)
局

認可有効期限後報告、
年度報告

年
金
局

1 11可申情等の流れ
① 年金事務所lま、認可申請書及び立入検査等が必要な事業所データを作成し、ブロック本部にメールにより提出する。

② ブロック本部では、各年金事務所から提出された認可申請書等を取りまとめのうえ、地方厚生(支)局にメールにより申請後、速やかに原本
を送付する。

地方厚生(支)局では、ブロック本部から申請された認可申請書を審査し、決裁のうえ、認可書を作成しブロック本部にメールにより通知後、
速やかに原本を送付する。

ブロック本部l主、認可書の肉容を確認のうえ、認可書を年金事務所にメールにより連絡する。なお、認可書(原本)(立、ブロック本部において
保管する。

年金事務所は、認可書の内容を確認し、立入検査等を実施する。

③ 

④ 

⑤ 

2報告の流れ
① 年金事務所にて調査結果報告【事業所リスト】(平成00年O月認可分)又は【年度整理表】(平成00年度)を作成し、ブロック本部に送付

する。

ブロック本部lま年金事務所から送付のあった上記Zの①を基に調査結果報告【総括表】(平成00年O月認可分)又は【年度別整理表】(平
成00年度)を作成し、地方厚生(支)局へ提出する。

同様の報告書をブロック本部から、機構本部に送付する。

機構本部は全国分をとりまとめの上、年金局へ提出する。

② 

③ 

④ 



田本年金機構が摸撞する立入検査縛iこ犠る

地君臨生(薫)購の醸胃議事iこついて

11 臨時が酪聖書拡端金|

(参考2)

厚生年金保験法第 1むO条第 1項、健麗探除法第 198条第 1項及び船員保

険法第 146条第 1壊の規定に基づき、被保険者の資格、諜準報醜及び保険料

i二関する決定に関し、4:::~要があると認めるときは、事業主に対して、文書その

他の物件を提出すべきことを命じ、又は言語該職員をして事業所に立ち入って関

探者に費関し、若しくは醸簿、書類その地の物件を検査する(以下「立入検査

等Jという。)場合においては、摩生年金課験法第 100条の 8、健康保険法

第204議の 5及び船員保険法第 153条の 51こより、地方麗生(支)閣の認

可が酪饗となるが、当該認可が必聾となるものを以下に嗣示する。

( 1 )来適用事業所への加入指導、立入検査

来適用事業所に対する機構職員による重点加λ指導(時出による加入指

導、戸別訪問による加入指導)忍び立入轍査を行う場合

( 2) 適帰事業所への調査

① 新規適用(缶意適用を含む。)後に事業主等に対して諸帳簿等の提出若

しくは提示を曲ずる場合又は立入検査を行う場合

② 定時決定の際、事業主等を算定会場等へ呼び出しの上、標準報酬等に

関し必要な調査を行うため、あらかじめ事業主等に対して諸帳簿等の提

出若しくは提恭を甜ずる場合文jま立入検査を行う場合

③ 船員保険の基準罷屈の提出時に事業主等に対して諸蟻矯等の提出若し

くは提恭を命ずる場合又は立入検査を行う場合

(3 )情報提供による来適用事業所への加入指導、立入検査

一般の方及び関探省庁等からの構報提供等により実施する来適賭事業所

に対する機構職員による重点加入指導(時出による加入指導、戸別訪問に

よる加入指導)及び立入檎査を行う場合

( 4)情報提供による適用事業所への調査

一艇の方及び関保省j守等かもの情報提供等に基づき、事業主等に対して

諸暢簿等の提出若しく iま提示を禽ずる場合又は立入検査を行う場合

( 5)金計検査i壊の検査による事業所競査

会計検査院の検査に基づき、事業主等に対して諸i鰻簿等の彊出若しくは

提示を命ずる場合又は立入検査を行う場合

く参帯>上龍 (3)及び (4)における関保省庁等からの槽報提供

「派遣元事業主等における社金保険の適用の適正化に保る日本年金機構ブロック本



部と都道府県労働局との連携に係る留意事項についてJ(平成 22年 1月29日付け職需

発 0129第 6号・年管管発0129第2号)

「改正雇用対策法及び外国人指針に基づく事業主指導等の具体的な対応についてJ(平

成 19年 10月 1日付け基監発第 1001001号・基徴発第 1001001号・職外発第 1001001

号・職需発第 1001001号・能外発第 1001001号・庁保険発第 1001001号)

「公共職業安定所との連携による適用の適正化についてJ(平成22年6月 14日付け

年管管発0614第 3号)

「自動車運送事業者の社会保険の加入状況に係る情報提供の活用等についてJ(平成

21年 10月1日付け庁文発第 1001001号)

「市区町村から提供される事業所情報の活用についてJ(平成20年5月30日付け庁

保険発第 0530002号)

|2 認可が必要ない場合|

被保険者の資格、標準報酬及び保険料の決定に関し、当該事務を行う範囲

において、事業主等に対し、質問の実施、賃金台帳等の帳簿を確認すること

は、機構に委任された被保険者の資格、標準報酬及び保険料の決定に関する

事務の遂行上必要な行為として、立入検査等には該当しないものであるから、

地方厚生(支)局の認可は必要ない。なお、当該認可を必要としないものを

J 以下に例示する。

( 1 )新規適用(任意適用を含む。)届文は全喪屈の審査段階で帳簿等を確認す

る場合(拒否された場合であって必要とする場合は認可の対象となる。た

だし、任意適用の場合は適用後に認可の対象となる。)

( 2)算定基礎屈の審査段階で帳簿等を確認する場合(拒否された場合であっ

て必要とする場合は認可の対象となる。)

(3 )未適用事業所に対する民間委託業者による加入勧奨(電話、文書、訪問)

(4)労働局等からの情報提供により調査票の送付等によって行う確認

( 5)船員保険の基準目屈の提出時に事業所の協力により帳簿等を確認する場

合(拒否された場合であって必要とする場合は認可の対象となる。)



(参考3)平成25年慶分
自本年金磯構が骨う立入検査等に罷る報告スケジューんについて

12月11月10月9月
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(参考3)平成26年度分以降
日本年金機構が行う立入検査等に係る報告スケジュールについて

9月8月

28年度

7月6月5月4月3月2月

27年度

9月110月111月112月11月8月7月6月5月4月3月2月
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9月110月111月112月11月8月
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可
対
象
月

立
入
検
査
等
実
施
有
効
期
間

報
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(参考)

日本年金機構が行う立入検査等の寵可処理重要領について(新聞対関嚢)

改正後

5 興施結果の報告

(1)認可有効期限経過後報告及び年度報告

年金事務所において実施した立入検査等について、①認可後ユ主(認

可有効期限が)経過した時点での実施状j兄を別添4、4-1及び4-

2により、②前年度の実施状況を別添5及び5-1によりブEツク本

部から地方庫生(支)崩あて報告されるので、適正に調査が実施され

ているかを確認のうえ保管すること。

なお、当該報告のスケジュールについては、次の期限(土、由、祝日

にあたる場合はその翌日の曽業日)によることとする。

① 認可有効期醍経過後報告

ブ口ック本部から地方庫生(支)局

への提出期限

認可有効期眼が経過したEの属す

る月の翌月 20日

(2 )略

6 その他

⑧ 前年度報告

ブロック本部から地方厚生

(支)局への提出期醒

平成25年度 1 1月30自

平成 26年度以降5月31日

(1)来適用事業所に対する加入指導掴立入検査及び適用事業所に対する調

査(事業所調査)は、認可の日から起算してユ皇間有効であること。

(2) 略

改正前

5 襲撞鯖農の報告

(1)認可有効期隈経過後報告及び年度報告

年金事務所において実施した立入検査等について、①認可後旦企旦

(認可有効期臨が)経過した時点での実施状混を別添4、4-1及び

4-2によザ、②前年度の実施状混を別添5及び5-1によりブ口ツ

ク本部から地方塵生(支)崩あて報告されるので、適正に調査が実施

されているかを確認(J)うえ保管すること。

なお、当誤報告のスケジュールについては、次の期隈(土、目、祝日

にあたる場合はその翌自の雷業自)によることとする。

① 認可脊効期融経過後報告

ブロック本部から地方j草生(支)局

への提出期限

認可有効期臨が経過した自の麗す

る月の翌月 20日

( 2) 酪

6 その他

② 前年度報告

ブロック本部から地方厚生

(支)局への提出期隈

11月308

(1)来適用事業所に対する加入指導開立入検査及び適用事業所に対する調

査(事業所調査)I立、認可の田から起算して旦皇且間有効であること。

( 2 )酪


